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 ［別紙１］ 

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正（案）の概要 

 

Ⅰ．企業内容等の開示に関する内閣府令 

 

１．訂正目論見書の公表方法 

  発行価格等が後日決定した場合の訂正目論見書の交付に代わる発行価格等の公表の方

法として、発行者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けよ

うとする者のウェブサイトを通じて閲覧に供し、電話その他の方法によりその有価証券

を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方に閲覧したことを直

接確認する方法を追加する。                    （第 14 条の２） 

 

２．四半期財務諸表等の記載 

新規上場の際の有価証券届出書の「経理の状況」及び「その他」の記載事項として、

四半期財務諸表等の記載を求める。               （第二号の四様式） 

 

３．その他 

  その他、所要の改正を行う。 

 

Ⅱ．外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 

 

１．訂正目論見書の公表方法 

  発行価格等が後日決定した場合の訂正目論見書の交付に代わる発行価格等の公表の方

法として、発行者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けよ

うとする者のウェブサイトを通じて閲覧に供し、電話その他の方法によりその有価証券

を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方に閲覧したことを直

接確認する方法を追加する。                    （第 11 条の２） 

 

Ⅲ．特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 

 

１．訂正目論見書の公表方法 

  発行価格等が後日決定した場合の訂正目論見書の交付に代わる発行価格等の公表の方

法として、発行者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けよ

うとする者のウェブサイトを通じて閲覧に供し、電話その他の方法によりその有価証券

を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方に閲覧したことを直

接確認する方法を追加する。                      （第 17 条） 
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Ⅳ．企業内容等の開示に関する留意事項 

 

１．半期報告書提出会社が四半期報告書提出会社となった場合の取扱い。 

⑴ 半期報告書提出会社が、四半期報告書提出会社となった場合において提出しなければ

ならない四半期報告書を明確化。                （24 の４の７‐３） 

 

⑵ 半期報告書提出会社が、事業年度開始の日から６月を経過した日から起算して３月以

内の期間に四半期報告書提出会社となった場合には、半期報告書の提出を要することを

明確化（ただし、当該会社が第２四半期会計期間に係る四半期報告書を提出した場合に

はこの限りでない。）。                       （24 の５‐４） 

 

２．四半期報告書提出会社が半期報告書提出会社となった場合の取扱い。 

四半期報告書提出会社が事業年度開始の日から６月を経過した日から起算して３月以

内に半期報告書提出会社となった場合には、当該事業年度に係る半期報告書の提出を要

することを明確化（ただし、当該会社が第２四半期会計期間に係る四半期報告書を提出

した場合にはこの限りでない。）。                  （24 の５‐５） 

 

Ⅴ．施行日 

  平成 20 年 10 月中旬頃を予定。 

 


